
（４）資源回収精算書

【注意事項】

・換算数量の小計は、小数点以下を含めた数量を記入してください。

・「資源回収精算書（登別市へ提出用）」は、上記回収期間に実施した回数分を提出してく

ださい。

・回収業者の押印が必要ですので、押印漏れに御注意ください。

・回収相手は、業として回収業務を行っている業者のみです。

・３枚複写の様式ですので、追記や訂正は３枚重ねて行ってください。

・金額欄には、回収業者が回収団体へ支払った金額を記載してください。

数量×換算率＝換算数量

5本×0.95 ㎏＝4.75 ㎏

回収業者により記入して

ください


